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［はじめに］

当社は、「お客さま本位」を全社共通の価値観として、お客さまの利益に繋がる真摯・誠実かつ公正・適切な企業活動を行うために、金融庁の
「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「お客さま本位の業務運営に係る方針」を策定、公表しています。
（金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係は、下表参照）
※当資料は別途策定している「消費者志向自主宣言」に基づくフォローアップを含みます。

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

当社「お客さま本位の業務運営に係る方針」 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」

【方針1】より良い保険商品・サービスの提供

【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供

【補充原則1】基本理念

【補充原則2】体制整備

【補充原則3】金融商品の組成時の対応

【補充原則4】金融商品の組成後の対応

【方針2】「お客さま本位」の提案・販売

【原則2】顧客の最善の利益の追求

【原則4】手数料等の明確化

【原則5】重要な情報の分かりやすい提供

【原則6】顧客にふさわしいサービスの提供

【補充原則5】顧客に対する分かりやすい情報提供

【方針3】業務運営の質の向上 【原則2】顧客の最善の利益の追求

【方針4】資産運用 【原則2】顧客の最善の利益の追求

【方針5】利益相反取引の適切な管理 【原則3】利益相反の適切な管理

【方針6】「お客さま本位」の行動を実践する人材の育成等
【原則2】顧客の最善の利益の追求

【原則7】従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

【方針7】推進態勢 【原則1】顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
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当社に対する「総合的な満足度」 92.3％

・ご家族の同席勧奨、「シニア安心サポート」の実施

・インターネット完結型保険の充実

・第1回保険料充当金の払込方法の充実

「かけつけ隊サービス」累計ご利用件数 217,284件

     （前年度末 + 13,930件）

※専門知識を持った職員が、直接お客さまのお手続きをサポートするサービス

  2016年4月より開始

2024年度 「シニア安心サポート」実施率 90.0％
（対前年 ▲0.3 ％）

※70歳以上契約者の新契約時における、本社担当者によるテレビ電話での意向確認

2024年度  「シニア訪問サービス」のご提供率   99.9％ 

  （前年同率）
※年１回以上、契約内容確認や請求勧奨等を行うサービス

提供率は、訪問拒否の申出があったお客さま等を除いて算出

   ・「シニア訪問サービス」の実施

・お客さま専用インターネットサービス
「太陽生命マイページ」の提供および機能拡充

・デジタル証書のリニューアル

・ペーパーレスによる給付請求手続きの推進

・「かけつけ隊サービス」の実施

・ご請求手続きの簡素化

・マイナンバーカード情報を活用したサービス

■調査実施概要
・調査方法：郵送・Webによるアンケート
・調査期間：2024年10月～2025年3月
・有効回答数：5,139名
※選択肢は「満足」「ほぼ満足」「やや不満」

「不満」の4段階

当社は、「総合的な満足度」に加えて、ご加入時・ご契約中・お支払時の各場面に応じた具体的な取組状況を測る以下の成果指標を設定しています。

これらの成果指標を確認していくことで、利便性の高いサービスや業務品質の改善を図り、将来にわたり安心して信頼いただける保険会社を目指してまい
ります。

（対前年＋0.9%）

［総合評価］お客さま本位の業務運営に係る方針①

具体的な取組み 成果指標

1 .安心してご加入していただくために

2 .安心してご契約を継続していただくために

3 .安心して保険金等を受け取っていただくために
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［総合評価］お客さま本位の業務運営に係る方針②

目的 取組み

ご加入時の誤認防止 ご家族の同席勧奨

緊急時のご連絡先の登録 「ご家族登録制度」の登録勧奨

ご加入時のご意向確認 「シニア安心サポート」の実施

目的 取組み

ご契約内容の確認
ご請求漏れの防止

「シニア訪問サービス」の実施

安心して継続していただくための
サービスの提供

「太陽生命マイページ」の提供・機能拡充
デジタル証書のリニューアル

目的 取組み

ご請求手続きのサポート 「かけつけ隊サービス」の実施

お支払日数の短縮 ペーパーレスによる請求手続きの推進

ご請求漏れの防止

認知症治療給付金の請求フォロー等を
行う「シニア給付金安心サポート」の実施

マイナンバーカード情報を活用した自動ご
案内サービス等の提供

当社は、お客さまに安心してご加入・ご継続していただくために、前ページでご紹介した以外にも様々な取組みを実践しています。その取組状況を測る以下の
成果指標について、定期的に確認を行い、必要に応じて改善に向けた取組みを継続してまいります。

単位 2023年度 2024年度 対前年

件 203,354 217,284 13,930

日 1.9 2.0 0.1

日 2.5 2.8 0.3

件 788 803 15

かけつけ隊サービス

お支払に要した平均営業日数

シニア給付金安心サポート

請求フォロー等

入院給付金等

死亡保険金等

ご利用件数（累計　2016年4月～）

1 .安心してご加入していただくために

2 .安心してご契約を継続していただくために

3 .安心して保険金等を受け取っていただくために

単位 2023年度 2024年度 対前年

％ 85.5% 85.6% 0.1%

％ 95.4% 94.4% -1.0%

％ 90.3% 90.0% -0.3%

成果指標

ご家族同席　実施率

ご家族登録制度　登録率

シニア安心サポート　実施率

単位 2023年度 2024年度 対前年

％ 99.9% 99.9% 0.0%

名 1,723,601 2,091,236 367,635

シニア訪問サービスコンタクト率

マイページ会員数（累計 2018年8月～）

成果指標
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［方針１］より良い保険商品・サービスの提供①

環境変化を踏まえた保険商品の開発・提供

・2024年12月より、新シリーズ「保険組曲BestMYWAY」を発売しました。

・今回、より多くのお客様に寄り添うことができるよう、『入院保障のバージョンアップ』
『選択緩和型商品等の最低加入年齢の引き下げ』『選択緩和型商品の告知項目の削減』など、
保険組曲Best発売以来の大幅な商品改定を実施し、改定にあわせ販売名称を変更しました。

￥

長生きMY介護の発売

■所定の介護を要する状態に該当したとき、一生涯介護年金を
受け取れます。介護年金は、生存されている間一生涯受け取れ、
「終わりの見えない介護」の不安に備えることができます。

■初回に受け取る介護年金が手厚くなっており、負担の大きい
介護初期にかかる費用に備えられます。

保険組曲BestMYWAYシリーズの発売

■ガンに加えて急性心筋梗塞や脳卒中による入院の際には無制限
で入院給付金が受け取れるように変更されました

■選択緩和型商品等の加入年齢が最低3 歳に引き下げられました。
■選択緩和型商品について、保障内容に応じて告知項目が削減

されました。  

・金融機関代理店では、2022年10月より「長生きMy介護」を発売しており、取り扱い代理店を
順次拡大しております。

・現在75 歳以上では約３人に１人、85 歳以上では半数以上の方が要介護・要支援の介護状態に
認定されており、介護への対応が社会的課題となっています。

・当商品の発売により、こうした社会的課題を背景に「資金準備をしながら老後の介護に
備えたい」というお客さまのニーズにお応えできるようになりました。

・当社はお客さまの最善の利益に資する商品提供を行えるよう、かつ生命保険事業に対する信頼を確保し社会的責任が果たせるよう商品の組成・提供・管理の
各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための態勢を整備しています。

・これらの取組みを通じて、管理部門等による実行性に関する検証等をふまえ、プロダクトガバナンス態勢を適宜強化していきます。

1 .個人のお客さま向け商品

2 .金融機関代理店向け商品

3 .プロダクトガバナンス態勢

4



［方針１］より良い保険商品・サービスの提供②

認知症予防・疾病予防サービスの一例

 金融リテラシー教育の取組み

ダイバーシティ＆インクルージョン推進方針

太陽の元気プロジェクトの推進

1 .従業員向けの取組み

2 .お客さま向けの取組み

3 .社会向けの取組み

・従業員が長く「元気」に働ける取組みとして、総労働時間の縮減や有給休暇の取得促進、各種制度の充実等、
両立支援制度の更なる充実を図っています。

・多様な人材がお互いを認め合い、一体感をもってすべての人が元気で挑戦し続けられる会社を目指し
ダイバーシティ＆インクルージョン推進方針をホームページに掲載しています。

・また、2016年度からは、経済産業省が主催する「健康経営優良法人認定制度」に基づく
「健康経営優良法人（ホワイト500）」に9年連続認定されています。

・お客さまの「元気」をサポートする取組みとして、認知症予防サービスや疾病予防サービスのご案内を行っています。

＜MCI（軽度認知障害）のリスクを評価＞
・ＭＣＩスクリーニング検査プラス（技術開発：株式会社ＭＣＢＩ）

＜がん、重大な疾病、認知機能低下の予防・発見に役立つ検査＞
・アミノインデックス®リスクスクリーニング （技術開発：味の素株式会社）

＜子宮頸がんの原因とされるHPV（ヒトパピローマウイルス)の感染有無を評価＞
・子宮頸がんＨＰＶ検査PAPI‘Qss（パピックス）（技術開発：ユーロフィンジェネティックラボ株式会社）

・その他にも、健康増進をサポートする「太陽生命の健康増進アプリ」などを提供しています。

・地域住民の「健康寿命延伸」に取り組む自治体を支援するため、「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード2024」
を開催しました。

・自然環境保全の一環として、栃木県那須塩原市、滋賀県高島市、山形県上山市に「太陽生命の森林（もり）」を設置し、
当社社員等による森林保全活動を実施しています。

・新聞社主催の大型金融経済教育セミナーや、テレビ局・新聞社が主催する認知症セミナーへの協賛を通じて、広く国民
に対する金融リテラシー教育を推進しています。
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［方針２］「お客さま本位」の提案・販売

T-AI-Faceの導入

提案・販売力の向上

・2024年8月に、新たな営業端末「T-AI-Face」を導入しました。

・「T-AI-Face」では、ＡＩを活用した最適な保障プランのご案内、デジタル技術を
活用した提案手法等を実現します。

・生命保険への加入方法も多様化するなか、直接お会いすることが難しいお客様にも、
対面と変わらないご提案ができる「オンライン面談」機能を導入しました。

・スマートフォンやPC等を使って最大5人までの面談が可能で、契約者と被保険者が
異なる契約を始めとして、幅広いお客様ニーズにも対応できるようになりました。

・既存の非対面募集機能「リモート申込」における新機能として「デジタル提案書」を
導入しました。

・営業職員が作成したプランの内容が、お客さま一人ひとりにパーソナライズされた
「動画」になっているため、場所を選ばず、空いた時間で保険を検討いただけます。

・一つひとつの動画は保障ごとに短くまとまっており、お客さまの選択によって内容が
変化するため、お客さまごとに必要な情報を的確にお届けできるようになりました。

1 .新端末 T - A I - F a c eの導入

2 .オンライン面談機能の追加

3 .リモート機能の拡充

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁オンライン面談機能を活用した 
対面同様のコミュニケーションを実現！ 

➂AIを活用した 
最適な保障プランをご提案！ 

④お客様一人ひとりにあった動画による 
非対面コミュニケーションが可能に！ 

➀お客様とのコミュニケーションを 
支える端末機能！ 

・ご提案時等に見やす
い、画面が 360°回
転する「コンバーチブル
タイプ」を採用 

 
・画面は一目でわかり
やすく、スムーズな手
続きを実現 

・ご提案からお申込手続きまで、オンラインで完結可能 

・最大 5人まで面談可能なため幅広い契約形態に対応 

・AIを活用することでお客様に最適なプランを設計 

・AI分析により、お客様の関心が高い画面を表示 
・お客様一人ひとりにマッチした「動画」で届くデジタル
提案書をお届け 

～新端末「Ｔ－ＡＩ－Ｆａｃｅ」の主な特徴～ 
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［方針３］業務運営の質の向上①

保険金・給付金等のお支払い時のサービス向上

・当社は、正確かつ迅速に保険金・給付金等をお支払いすることが、お客さまからの信頼を得る第一歩
であると考えております。

・また、お客さまに安心してご請求いただけるよう、お支払い時のサービス向上のための様々な取組みを
推進しております。

・ＩＴ技術の活用により、自動化している査定案件を一部拡大するなど、支払業務の精度向上・効率化を
図り、より正確かつ迅速な保険金・給付金等のお支払いに取り組んでいます。

・当社は、「T-AI-Face」を活用し、給付金・保険金請求に係る主要手続きで完全ペーパーレス化を実現
しています。

・当社では、2018 年よりパソコンやスマートフォンで各種お手続きや契約内容のご確認ができるサービス
であるマイページを開設以降、2020 年には給付請求手続きの取扱いを開始、2021 年から2022 年にかけ
て、会員範囲を契約者等のほかに、被保険者、登録家族にも拡大するなど、マイページの利便性向上を
図ってまいりました。

・2024年9月より、マイページの全ページへ画面共有機能を導入し、操作が分からなくなった場合に、
サービスセンターとお客さまとの間で操作画面を共有しながらの案内を可能とする機能を追加しました。

・これにより、高齢のお客さまやインターネットに不慣れなお客さまでもスムーズにマイページ会員登録・
各種サービス利用をいただけるようになりました。

1 .支払業務の精度向上 ・効率化

2 .太陽生命マイページの機能向上

太陽生命マイページの機能向上
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お客さまサービスの向上

［方針３］業務運営の質の向上②

・当社では、請求漏れの防止、各種サービスのご案内、認知症予防検査等の様々な情報をわかりやすく解説した
「あんしんガイド」を提供しています。

・新店舗等においては、車椅子用駐車場、エレベーター、入口部スロープに加え、車椅子用トイレ等を設置しています。

お客様懇談会の様子

・お客さまからの申出内容は速やかに、「お客様の声情報システム」に登録し、内容に応じて「感謝・お褒め」「意見・要望・相談」「苦情」に分類しています。

登録されたお客さまからの声は本社で集約し、その内容を関連する各部署で共有して発生原因の分析等を行い、改善に向けた取組みを行っております。

また、部門横断的な組織である「お客様の声連絡会」においても改善策の検討等を行い、その取組内容や対応結果の確認を行っております。

・2025年3月には、12年連続で苦情対応に関する国際規格「ＩＳＯ10002」の適合性に関する「第三者意見書」を取得するなど、当社の「苦情マネジメントシステム」が
適切に機能していることを確認しています。

1 .活用の取組み

・2024年10月には、全国の支社・営業所にて「お客様懇談会」を開催いたしました。

・懇談会では、内務員がセミナーを開催し、会社概要や各種情報提供等を行い、当社の取組みについて理解を深めて
いただくとともに、お客さまからご意見・ご要望等の収集を行っております。

2 .お客さまの声収集の工夫

3 .シニアのお客さま等への対応力向上

あんしんガイド
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・責任投資原則（ＰＲＩ）の署名機関として、投資分析や意思決定プロセスにＥＳＧの視点を組み込んだ資産運用を推進
しています。2024年度はグリーンボンド、サステナビリティボンド等への投融資を通じて、持続可能な社会の実現に貢献
できるよう取り組みました。

・「責任ある機関投資家の諸原則」《日本版スチュワードシップ・コード》にもとづき、適切なスチュワードシップ活動を
通じて、投融資先企業の持続的成長を促すことで中期的な投資リターンの拡大に取り組んでいます。議決権行使の判断基準
や気候変動をはじめとするＥＳＧ課題を踏まえた対話活動を行い、適切な議決権行使に努めています。

・責任ある機関投資家として、脱炭素社会の実現に向け、投融資先のCO2排出量削減に取り組んでいます。投融資先のCO2
排出量削減目標の設定、CO2排出量上位50社の投融資先を対象とした対話等を実施しています。

【投融資先のCO2排出量削減目標】：2030年度までに投融資先のCO2 排出量を50％削減（2020 年度比）
2050年度までにネットゼロ達成

・2023年度の投融資先のCO2排出量は、投融資残高あたり排出量ベース（原単位）で2020年度比▲51.6％となりました。

・2024年度より日本の金融業界におけるインパクト志向の投融資の自律的・持続的な発展を目指し、企業の環境・社会問題の
解決に資する取組みのインパクト測定やマネジメント等の議論を行うイニシアティブ「インパクト志向金融宣言」に参画しました。

［方針４］資産運用

・当社は、資本・収益・リスクを一体的に管理するＥＲＭのもとで、お客さまにお約束した利回りを長期安定的に確保し、保険金・給付金等を確実にお支払いするため、
円金利資産中心の運用を行いつつ、クレジット資産、オルタナティブへの投融資等に取り組み、健全性確保と収益力向上を図っています。

・2024年度には「アセットオーナー・プリンシプル(※)」の趣旨に賛同し、受入れを表明しました。
（※）2024年8月に内閣官房「新しい資本主義実現本部事務局」が策定・公表した、アセットオーナーの運用・ガバナンス・リスク管理に係る共通の原則

資産運用の取組み

ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）の課題を考慮した取組み

各種取組み

太陽生命の責任投資レポート
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［方針５］利益相反取引の適切な管理

・「利益相反のおそれのある取引」とは、「お客さまに提供する保険商品・サービスの対価
として享受する経済的利益以外に、お客さまの犠牲により、当社を含むＴ＆Ｄ保険グループ
各社が、経済的利益を得るまたは経済的損失を避けるおそれがある取引」等をいいます。

・また、議決権行使の際に生じうる利益相反を回避し、適切に議決権行使することを目的に
設置した、社外取締役を構成員に含む「議決権行使検証専門委員会」で、議決権の行使内容
について検証を実施しました。

利益相反に関する取組み

・当社では、「利益相反管理方針」を定め、営業部門や資産運用部門等から独立した法務コン
プライアンス部を利益相反管理統括部署と定め、利益相反のおそれのある取引の適切な管理
を行っております。

1 .利益相反を防止する態勢整備

2 .利益相反のおそれのある取引の事例

・保険商品を購入するお客さまに対して、その購入資金を融資する場合。

・融資の条件として、保険商品を購入させる場合。

・お客さまが発行する有価証券を引き受けることを条件として、お客さまに対して保険商品を
購入させる場合。

・お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興（非金銭的なものを
含む）の供応を受ける場合。
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・認知症について正しく理解することにより、お客さまへの対応力を高めていくとともに、認知症の方やそのご家族を温かく見守り、支援する社会への貢献を目的に、
全従業員による「認知症サポーター養成講座」の受講を推進しており、本社および支社・営業所すべての事業所において認知症サポーターを配置しております。

・シニアのお客さまや障がいをお持ちのお客さまへの対応力を高めていくために、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会が実施する「ユニバーサルマナー検定」を
全社で導入しております。ユニバーサルマナーは、多様な方々へ向き合うための「こころづかい」の一つであり、シニアのお客さまや障がいをお持ちのお客さまへの
思いやりや、適切な知識に基づいたサポートを実践することで、より一層のサービス品質向上を図っております。

［方針６］「お客さま本位」の行動を実践する人材の育成等

・当社では、お客さまに安心感・納得感を持って保険にご加入いただき、一生涯のパートナーとなれるよう、生命保険だけでなく、社会保障制度・不動産・税務・
相続等に関する豊富な知識を習得することを目的に、「ＦＰ技能士（厚生労働省所管国家資格）」の取得を推進しています。

・お客さまのニーズを適切に把握した上で、お客さまの年齢・家族状況・資産状況・公的保険制度等を踏まえ、お客さまが真に必要とする保障を準備できる
プランのご提案ができるよう、教育等を実施しております。

人材育成に関する取組み

1 .従業員教育

3 .お客さま対応力の向上

従業員教育2 .お客さまの声の共有

・お客さまの声ミーティングを、本社・支社の各所属にて毎月実施しています。ミーティングでは、お客さまからの
ご意見やご要望を社内で共有することで、注意点や改善点を確認し、よい良い顧客対応に繋げられるよう、
取り組んでいます。
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［方針７］推進態勢

・お客様サービスセンターのオペレーターや営業職員をはじめとする役職員は、
お客さまと接する様々な機会に、お客さまからの声を積極的にお伺いしています。

・お申し出内容は、「お客様の声情報システム」に登録し、これを関連部署が分析し、
改善策を検討・実施することにより、当社のサービスや業務の改善につなげています。

1 .お客さまの声を集めるために

お客さまの声を経営に反映するための取組み

2 .お客さまの声を経営に反映

・お客さまからの声を経営に反映させるため、社外委員と当社役職員で構成する
「サービス品質向上専門委員会」を四半期ごとに開催しています。

・委員会では、お客さまからの声に基づく業務改善の状況や保険金等支払業務の適切性に
ついて報告しています。

・また、社外委員からはお客さまの視点に立ったご意見をいただき、業務改善に活かしています。

・これらの、お客さまからの声に対する取組みについては、取締役会・経営執行会議にて定期的に報告、意見・提言がなされており、お客さまの立場に立った
業務改善に真摯に取り組むことで、お客さま本位の企業活動を推進しています。
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